令和８年２月１日

施設利用の皆様

大分県立香々地青少年の家　所長
　　

食堂利用料金の改定等について（お知らせ）

日頃から、当施設をご利用いただきまして御礼申し上げます。
この度、本所と食堂事業者の委託契約について、契約期間満了に伴い契約更新を行いました。
つきましては、以下のとおり食堂利用料金の改定及び委託契約の内容が改定されましたのでお知らせします。
今後とも、安全で安心な食事の提供に努めてまいりますので、何卒御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記
１．適用開始日 令和８年２月１日
２．食堂利用料金 以下表のとおり

	区分
	改定前
	改定後

	朝食
	４６０円
	６００円

	昼食
	５６０円
	７３０円

	夕食
	７８０円
	１，０１０円

	野外炊飯
	５６０円
	７３０円

	弁当
	５６０円
	７３０円



３.食事注文における変更点
　（１）アレルギー調査票の提出期限について
　　　　利用日の７日前から、食事注文票と同様に利用日の２０日前とします。
　（２）食事数等の変更に伴うキャンセル料について
・食事注文のキャンセルは、利用開始日の６日前の１２時までとします。これ以降に食事数の減少の申し出があった場合は、当該食事代金の全額をキャンセル料として請求させていただく場合があります。
・利用開始日の６日前の１２時以降に食事注文のキャンセルを申し出た場合で、理由が以下に該当する場合は、食事代金の５０％の金額をキャンセル料として請求させていただく場合があります。
　　　　①豊後高田市又は利用者の所在地において気象警報が発令されるなど、入所が困難であると利用者から申し出があった場合
　　　　②豊後高田市又は利用者の所在地において地震が発生するなど、入所が困難であると利用者から申し出があった場合
　　　　③大分県又は利用者の所在地に台風の接近が予想されるなど、入所が困難であると利用者から申し出があった場合
　　　　④インフルエンザ等の感染症が原因による集団感染が利用者内で発生するなど、入所が困難であると利用者から申し出があった場合
